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令和４年度第１１回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和４年８月３０日 

                    担当部・課：復興企画部復興推進課 〔内線５５１２〕 

                          保健福祉部子育て支援課〔内線２５５１〕 

                          保健福祉部子ども保育課〔内線２５２４〕 

                          会計管理者会計課   〔内線６８３２〕 

① 件  名 

 スマホ収納の導入等納付環境の充実について（新型コロナウイルス感染症対策） 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  市税等の納付手続きの簡素化と市民の利便性の向上を図るため、口座振替をはじめ、コンビニ

収納やゆうちょ銀行での納付書納付取扱いなど、納付環境の整備を進めてきたところであるが、

一部の利用負担金等について未実施の状況であった。また、依然として猛威を振るう新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止に向け、人と人との接触機会を減らす取組への強化が引き続き必

要となっている。 

 

【目的】 

  防災集団移転用地貸付料、延長保育事業利用料及び放課後児童クラブ利用負担金について、コ

ンビニ収納をはじめとして納付環境を整備することで利便性の向上を図るとともに、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、スマートフォン決済アプリを活用し、キャッシュレ

ス化による非接触型納付環境の充実を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第６章 市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち  

  第２節 持続可能な行財政運営の推進 

   ４  自主財源の安定的確保を図る 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 平成２７年４月 コンビニ収納取扱い開始 

 令和 ４年４月 スマホ収納取扱い開始（市県民税等） 

      ７月 関係課協議（スマホ収納対象の追加） 

      ８月 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画裁定 

⑤ 主な内容 

（１）実施内容  コンビニ収納及びスマートフォン決済アプリを活用したキャッシュレス決済の 

追加導入。 

（２）実施日   令和５年４月開始予定 

（３）追加項目  ①防災集団移転用地貸付料  （総数 3,636 件／年 うち利用見込み 784 件） 

②放課後児童クラブ利用負担金（総数 21,150 件／年 うち利用見込み 1,920 件） 

③延長保育事業利用料    （総数 1,780 件／年 うち利用見込み 350 件） 

（４）利用できるコンビニエンスストア セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、 

ミニストップなど 

（５）利用できるアプリ提供会社 ①PayB、②Pay Pay、③LINE Pay、④支払い秘書 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

コンビニ収納やスマートフォン決済アプリを活用した納付環境を整備することで、納付場所や納

付時間の制限が緩和され、利便性の向上が図られるとともに、市役所、金融機関等での対面による

納付場面が減少し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止が期待される。 

 

【市財政への負担】 

委託料 ４，０００千円 総合収納システム及び財務会計システム改修業務 

      ５５０千円 子ども・子育て支援システム改修業務 

 （財源）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） ４，５５０千円 

  

 スマホ収納を開始する来年度以降、以下のとおり取扱手数料が発生する。 

年間２０２千円（@66円/件×3,054 件） 

（財源）一般財源 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

県内スマホ収納導入市 

 東松島市、仙台市、塩竃市、大崎市、気仙沼市、白石市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和４年９月  市議会第３定例会に関係補正予算案について提案 

令和５年３月  市ホームページ及び市報にて周知 

４月  スマホ収納開始 

⑨ その他 

 

 


